
奮
撃
囃

珀 ‐

」７

て
滋

り
曖

方

・ヽ
ら

に
ド
ウ
郷

多

）

ぐ

ム

夕́

ｒ
諸
「
―

る

，
メ

ド

“
ヾ

尼́

だ

１

４

″

レ
．Ｌ

ν

４

“
卜

，

て

し
ょ
ド
奮

ヾ

″
ヾ
／

と
ス

ヶ
合
っ
ご
．
―
フ
ぜ

。田

目

年
金
生
活
者
の
皆
さ
ん

ヘ

中
距
離
通
話
料
を
値
下
げ

表
紙
の
こ
と
ば

年

金

情

報

五
九
年
度
の
年
金
額
改
定
に
つ
い
て

恩
給

。
共
済
年
金
に
関
し
電
退
連
の
陳
情

要
望
に
対
す
る
公
社
の
考
え
方

電
友
会
四
国
連
合
会
総
会

共
済
会
だ
よ
り

訃
　
　
　
報

編

集

後

記

次
電
友
会
四
国
連
合
会
長
…
二四四五七ノ`こ  こ  九

第 47 号
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年
金
生
活
者
の
皆
さ
ん

電
友
会
四
国
連
合
会

会
長

泉

節
太

郎

こ
の
た
び
の
国
会

で
、
か
ね
て
か
ら
論

議
の
的
に
な

っ
て
い

た
、
電
電

・
専
売

・

国
鉄
三
公
社
の
共
済

組
合
が
、
国
家
公
務

員
の
共
済
組
合
と
統

合
せ
ら
れ
、
統
合
後
の
法
律
が
、

「
国
家
公
務
員
等

共
済
組
合
法
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
は
、

ご
承
知
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
新
し
い
法
律
を
、
従
来
わ
れ
わ
れ
に
適
用
さ

れ
て
い
た
法
律

「
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
」

と
較
べ
て
み
る
と
、
改
正
せ
ら
れ
た
点
が
多
々
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
電
電
Ｏ
Ｂ
に
と

っ
て
直
接
影
響

の
あ
る
も
の
を
申
し
上
げ
れ
ば
、
年
金
の
支
給
基
準

が
、
国
家
公
務
員
な
み
と
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
伴

っ
て
、

Ｏ
Ｂ
の
多
く
の
人
は
、
当
分
の
間
、
年
金
の
受
給
率

が
上
が
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

何
故
そ
う
な

っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
次
の
通
り

で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
年
金
支
給
額
は
、
職
員
の
退
職
時
の
給

与
と
か
、
組
合
員
期
間
そ
の
他
等
に
よ

っ
て
算
定
せ

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

た
び
の
統
合
に
よ

っ
て
、
年
金
の
支
給
基
準
を
国
家

公
務
員
な
み
と
し
、
す
で
に
年
金
を
も
ら

っ
て
い
る

電
電
Ｏ
Ｂ
に
つ
い
て
も
、
本
年
三
月
末
に
お
い
て
、

そ
の
年
金
額
を
国
家
公
務
員
な
み
と
な
る
よ
う
再
計

算
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

）

そ
こ
で
、
退
職
時
の
給
与
額
に
つ
い
て
言
え
ば
、

電
電
な
ど
で
は
、
特
別
昇
給
と
い
う
も
の
が
あ

っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
俸
給
に
、
こ
の
特
別
昇
給
額
を
加
え
た

も
の
を
基
礎
と
し
て
、
年
金
額
が
算
定
せ
ら
れ
て
お

り
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
国
家
公
務
員
は
、
退
職
時
前

一
年

間
の
平
均
給
与
額
が
年
金
算
定
の
基
礎
と
な

っ
て
お

り
、
こ
の
点
だ
け
か
ら
見
て
も
、
電
電
Ｏ
Ｂ
の
方
が

有
利
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
共
済
組
合
期
間
に
つ
い
て
は
、
従
来

何
等
の
制
限
が
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
改
正
後
は
四

〇
年
を
限
度
と
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
年
金
額

の
最
高
額
は
退
職
時
の
給
与
額
の
七
〇
％
以
内
に
止

め
ら
れ
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
制
度
が
加
え
ら
れ
た

た
め
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
こ
の
際
両
者
同
じ
に
な
る
よ
う
再
計
算
す

る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
そ
の
再
計
算
せ

ら
れ
た
額
が
、
現
在
の
支
給
額
を
下
廻
る
時
は
、
再

計
算
額
が
将
来

ス
ラ
イ
ド
等
に
よ

っ
て
現
在
の
支
給

額
に
達
す
る
ま
で
は
、
年
金
の
増
額
は
行
わ
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
再
計
算
の
結
果
、
現
在
支
給
額
よ
り
低

額
と
な

っ
た
者
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
減
額
は
行
わ

な
い
が
、
そ
の
代
り
、
当
分
足
踏
み
を
し
て
も
ら
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
統
合
の
動
機
は
、
国
鉄
共
済
の
破
綻
救
済

と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
政
府
は

な
お
統
合
の
範
囲
を
広
げ
、
地
方
公
務
員
共
済
、
軍

生
年
金
か
ら
国
民
年
金
等
、
Ｏ
Ｏ
公
的
年
金
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
は
、
昭
和
七
〇
年
ま
で
に
は
、
全
部
「続

合
し
た
い
考
え
で
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
〓

そ
れ
は
最
近
日
本
人
の
平
均
．寿
命
が
伸
び
、
高
齢

化
社
会
に
移
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
．
こ
れ
を
共
済

社
会
に
当
て
は
め
て
言
え
ば
、
年
金
生
活
者
が
多
く

あ
り
、
そ
の
源
資
を
支
え
る
た
め
の
現
役
組
合
員
の

数
が
相
対
的
に
減
少
し
、
年
金
制
度
を
従
来
の
ま
ま

放
置
し
て
お
け
ば
、
現
役
組
合
員
の
掛
金
率
が
非
常

に
高
く
な

っ
て
、
到
底
そ
の
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
い

か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
今
後
前
記
の
よ
う
な
統
合
が
進
む
場
合
、

こ
の
た
び
の
統
合
と
同
じ
よ
う
に
、
年
金
受
給
者
の

受
給
条
件
は
悪
く
こ
そ
な
れ
、
良
く
な
る
見
込
は
乏

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

電
電
公
社
退
職
者
団
体
連
合
会
は
、
年
金
の
増
額

と
か
減
税
と
か
従
来
に
も
増
し
て
強
い
陳
情
を
行
う

こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
客
現
情
勢
は
必
ず
し
も

よ
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
Ｏ
Ｂ
の
皆
さ
ん
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、

今
後
は
各
自
の
生
活
を
合
理
化
し
、

つ
つ
ま
し
い
な

が
ら
も
心
豊
か
な
生
活

へ
と
、
工
夫
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
も
改
善
の
た
め
の
努
力
は
い
た
し
ま
す

が
、
み
ん
な
病
気
を
し
な
い
で
支
出
を
少
く
し
、
た

と
え
年
金
の
増
額
が
な
く
て
も
、
心
豊
か
に
お
す
ご

し
下
さ
る
よ
う
工
夫
い
た
し
た
い
も
の
と
期
待
い
た

し
ま
す
。

］翻
副
Ξ国

四
国
初
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
通
信
網

６
月
２０
日
か
ら
運
用
開
始

聖
国
電
気
通
信
局
で
は
、
四
国
で
初
め
て
の
光

フ

ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ

ル
方
式
の
工
事
を

「
松
山
―
高
松

問

一
で
、
市
外
デ
ィ
ジ
タ
ル
交
換
機
Ｄ
７０
の
設
置
を

松
山
電
話
局
で
す
す
め
て
い
た
が
、
こ
れ
が
完
成
し

た
の
に
伴
い
、
六
月
二
〇
日
か
ら
同
時
に
運
用
を
開

）
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》

始
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
公
社
が
取
り
組
ん
で
い
る
Ｉ
Ｎ
Ｓ

（高
度
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
）
の
基
盤
と
な
る

「
デ

ィ
ジ
タ
ル
通
信
網
」
の

一
部
が
四
国
で
初
め
て
姿
を

あ
ら
わ
し
た
。
こ
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
通
信
網
は
、
当
面

は
電
話
回
線
に
利
用
す
る
ほ
か
、
テ
レ
ビ
会
議
、
高

速
デ
ィ
ジ
タ
ル
伝
送
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
高
度
情
報
社

会
に
お
け
る
デ
ィ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
に
対
処

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の

「
松
山
―
高
松
間
光

フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ

ル

方
式
」
は
、
総
工
費
二
八
億
円
を
か
け
て
、
松
山
―

高
松
間
二

一
〇
ｂ
に
布
設
し
た
も
の
で

（
一
〇
心
ケ

ー
ブ

ル
）
、
途
中

一
一
か
所
で
中
継
を
行
い
、
二
心

の
光

フ
ァ
イ
バ
ー
を

一
組

（
シ
ス
テ
ム
）
と
し
て
、

一
秒
間
に
四
億
個
の
信
号

（ビ

ッ
ト
）
を
伝
送
で
き

る
大
容
量
伝
送
方
式

（Ｆ
４００
Ｍ
方
式
）
で
あ
る
。
電

話
に
換
算
す
る
と
、　
一
シ
ス
テ
＾
て
五
、
七
六
〇
回

線
の
通
信
を
同
時
に
送
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
の
光

フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ

ル
方
式
は
、

四
国
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
伝
送
路
の
基
幹
と
な
る
ば
か
り

で
な
く
、
先
に
完
成
し
た
広
島
―
松
山
間
デ
ィ
ジ
タ

ル
無
線
伝
送
路
を
経
由
し
て
、
全
国
の
デ
ィ
ジ
タ
ル

通
信
網

へ
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
州
各
地
と
の

高
速
デ
ィ
ジ
タ
ル
伝
送
、
テ
レ
ビ
会
議
等
の
サ
ー
ビ

ス
が
可
能
と
な
る
。

一
方
、

「市
外
デ
ィ
ジ
タ
生
父
換
機
Ｄ
７０
」

（
一
、

九
〇
〇
回
線
分
、
容
量
は
六
、
四
五
〇
回
線
）
は
総

工
費
四
億
円
を
か
け
た
も
の
で
、
愛
媛
県
内
の
市
外

通
話
の
基
幹
部
分
を
統
括
交
換
す
る
機
能
を
も

っ
て

い
る
。

こ
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
交
換
機
は
、
従
来
の
電
子
交
換

機
が
通
話
路
の
接
続
に
機
械
的
な
接
点
を
使
用
し
て

い
る
の
と
異
な
り
、
高
集
積
メ
モ
リ
を
使
用
し
て
電

子
化
し
て
お
り
、
機
械
的
な
可
動
部
分
が
少
な
く
な

り
信
頼
性
が
高
く
な
る
と
と
も
に
、
小
形
で
経
済
的

に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
市
外
デ
ィ
ジ
タ
ル
交
換
機
と
デ
ィ
ジ

タ
ル
伝
送
路
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ィ

ジ
タ
ル
信
号
化
さ
れ
た
通
話
を
長
距
離
に
わ
た
る
市

外
区
間
で
も
、
デ
イ
ジ
タ
ル
信
号
の
ま
ま
、
伝
送
、

交
換
で
き
る
こ
と
か
ら
、
雑
音
や
ひ
ず
み
に
影
響
さ

れ
に
く
い
高
品
質
で
経
済
的
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形

成
が
可
能
と
な
る
。

ご
さ
ら
に
市
内
デ
ィ
ジ
タ
ル
交
換
機
が
導
入
さ
れ
、

加
入
者
宅
ま
で
デ
ィ
ジ
タ
ル
で
結
ば
れ
る
と
、
東
京

の
武
蔵
野

。
三
鷹
地
区
で
九
月
か
ら
実
験
予
定
の
Ｉ

Ｎ
Ｓ
モ
デ
ル
シ
ス
テ
ム
と
同
様
の
多
彩
な
デ
ィ
ジ
タ

ル
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
可
能
と
な
る
。

四
国
電
気
通
信
局
で
は
、
今
後
の
デ
ィ
タ

ル
サ
ー

ビ
ス
需
要
に
応
え
る
た
め
、
六
二
年
度
ま
で
に
、
県

庁
所
在
地
相
互
間
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
通
信
網
を
完
成
さ

せ
る
の
を
は
じ
め
、
四
国
管
内
の
ｌ
Ｎ
Ｓ
の
基
盤
形

成
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四国のデジタル化計画

山

口

下
関

――― 光フ ァイバーケー プル
ーーー デ ジタル無線

岡
~~=既 設のデ ジタル伝送路

□  ○  デ ジタル交換機
(市外 ●市 内 ,

И  公  デジタル端末等

【注】太線部分が運用開始したデジタル伝送路

ディジタル通信網運用開始にあたってあいさつする小川通信局長
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７
月
１９
日
か
ら

中
距
離
通
話
料
値
下
げ

‐
６０
ｍ
～
３２０
ｍ
を
改
定
―

電
電
公
社
で
は
、

「
中
距
離
料
金
の
値
下
げ
」
を

七
月

一
九
日
か
ら
実
施
す
る
。

今
回
の
値
下
げ
は
、
昭
和
五
五
年

一
一
月
の

一‐夜

間
割
引
の
拡
大
及
び
深
夜
割
引
制
度
の
導
入
」
、
昭

和
五
六
年
八
月
の

「
五
〇
〇
ｋｍ
を
超
え
る
遠
距
離
通

話
料
の
値
下
げ
及
び
日
曜

。
祝
□
割
引
の
導
入
」
、

昨
年
七
月
の
　
三
二
〇
ｂ
を
超
え
る
遠
距
離
通
話
料

の
値
下
げ
」
に
引
き
続
き
中
距
離

（六
〇
断
を
超
え

三
二
〇
ｂ
ま
で
）
通
話
料
を
値
下
げ

（値
下
げ
率
三

％
～
二
九
％
）
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て

専
用
料
金
等
に
つ
い
て
も
、
値
下
げ
す
る
も
の
で
あ

Ｚつ
。こ

れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
昼
間
に
松
山
か
ら
大

阪

・
京
都
に
電
話
を
か
け
る
場
合
、
現
行
の
三
分
間

三
六
〇
円
が
二
六
〇
円
に
値
下
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
京
阪
神
を
経
済
圏
に
持

つ
四
国
の
利
用
者
は
、

よ
り

一
層
便
利
に
気
軽
に
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、改
定
し
た
通
話
料
金
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
紙
の
こ
と
ば

荘
野
　
丹
秀
（内
海
）

す
て
猫
の
唄

お
い
ら
は
ド
ラ
猫
三
匹
ぐ
み

雨
が
降

っ
て
も
家
が
な
い

腹
が

へ
っ
て
も
め
し
が
な
い

嫌
わ
れ
た

っ
て
し
よ
が
な
い

ニ
ャ
ン
と
元
気
で
い
き
よ
う
ぜ

「 砂 Jは 10円 で か け られ る 秒 数~1円
)Jは 3分 間 通 話 した 場 合 の 料 金

昭
和
五
九
年
度
の
年
金
額
改
定
に
つ
い
て

「
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
国
家
公
務
員

等
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る

法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（昭
和
五
九

・

五

・
三
二
法
律
第
二
五
号
）
に
よ
り
、
年
金
額
の
改

定
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

一
、
年
金
改
定
の
内
容

Ｈ
　
年
金
改
訂
率

　

　

（参
考
１
）

現
行
年
金
額
算
定
の
基
礎
と
な

っ
て
い
る
仮

定
俸
給
年
額
を
、
平
均
２
％
引
き
上
げ
て
、
年

金
額
の
増
額
改
定
を
行
う
。

囲
１
　
昭
和
五
八
年
度
の
国
家
公
務
員
の
給
与

の
改
善
内
容
に
準
じ
た
も
の
。

□
２
　
た
だ
し
、
俸
給
調
整
適
用
者
に
係
る
基

礎
俸
給
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
八
年
度
の

公
社
職
員
の
給
与
改
善
内
容
に
よ
り
引
き

上
げ
ら
れ
る
。

国
　
対
　
　
　
象

ア
　
昭
和
五
七
年
二
月
三

一
日

（昭
和
五
六

年
度
）
ま
で
の
退
職
者
。

イ
　
昭
和
五
七
年
度
の
退
職
者
の
う
ち
、
同

年
度
の
給
与
改
定

（
ベ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
）

の
適
用
を
受
け
な
か

っ
た
者

（
い
わ
ゆ
る

「
俸
給
調
整
適
用
者
」
も
対
象
）

田
　
昭
和
五
七
年
度
の
退
職
者
の
う
ち
、

俸
給
調
整
適
用
者
以
外
の
者
に
つ
い
て

は
、
在
職
中
に
ベ
ー
ス
、
ア
ッ
プ
あ
り
。

国
　
実
施
時
期

昭
和
五
九
年
四
月
か
ら
、

ダ イ ヤ ル 通 話 料 の 改 定 表

区 分

距 離 lx分

ImL 行 改 定

昼   間 r€F"llrx& 昼   間 夜   間 深   夜

区  域  内
次 の 秒 数 ご と に 10円

1801少  (10円 )

次 の 秒 数 ご と に 10円

180;砂 ( 10F月 )

隣 接 区 域 内 801少  (301月 ) 80T1/ 30円

―- 20km 80秒  (30「 ]) 80i少 30円

20- 30km 38え少 (50円 ) 381少 50F弓

30-― 4()l・nl 30矛少 (60「l) 301少 60円

40-‐  60km 21矛少 (90F]) 211砂 90 FEl

60 - 80km 15■)(1201判 ) 211抄 ( 90F■ 5 5秒 (120F日 ) 21■ ) 90卜])

80--100km 131少 (140「 El) 21■か( 90卜」 13 51秒 (140円 ) 21T1/ 901円 )

100-120km 10秒 (180円 ) 18i少 (100円
10 5秒 (1801■ l) 18 5不少 (100F])

120--160る ■ 81少 (230円 ) 15千少 (120F]

160--240kll 6 5i少 (2801月 ) 12不少 (150F]
7千少(260 FTl 12 5え少(1 50 Fl)

240-320km 5i少 (360 FE) 9希少 (200F■ )

320km― _ 4 5不少 (400F]) 7.511.(2101!rIs.srL, 220F]) 4 5乖少(400卜■ ) 7 51少 (240円 8 5■
'(220F■

)
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）

た
だ
し
、
恩
給
公
務
員
期
間
、
旧
長
期
組

合
員
期
間
等
の
旧
公
企
体
共
済
法
施
行
前
の

期
間
に
係
る
年
金
額
に
つ
い
て
は
、

昭
和
五
九
年
二
月
か
ら
、

二
、
移
行
年
金
に
係
る
緩
和
措
置

昭
和
五
七
年
度
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
に
支
給
さ
れ
た
年
金
及
び
退
職
手
当
と
、
共
済

年
金
統
合
法
の
施
行
日
以
後
に
退
職
す
る
者
に
支

給
さ
れ
る
年
金
及
び
退
職
手
当
と
の
調
整
を
図
る

た
め
、
次
の
措
置
を
す
る
。

［
一　
方
　
　
法

昭
和
五
九
年
四
月
以
後
の
年
金
額

⌒
旧
公
企

体
共
済
年
金
額
）
を
、
昭
和
五
七
年
度
に
退
職

し
た
国
家
公
務
員
の
年
金
額
の
引
き
上
げ
率
と

同
じ
引
き
上
げ
率
に
よ
り
、
改
定
す
る
。

日
　
対
　
　
象

昭
和
五
七
年
度
の
退
職
者

（退
職
手
当
額
３

％
減
額
措
置
適
用
者
に
限
る
。）

［
　
実
施
時
期

昭
和
五
九
年
四
月
か
ら

以
上
で
あ
り
ま
す
が
、
今
年
の
年
金
額
改
定
は
、

二
月
か
ら
の
分
と
、
四
月
か
ら
の
分
と
、
二
回
に
分

け
て
行
な
わ
れ
ま
す
の
で

（参
考
２
）

改
定
事
務
処
理
予
定
を
参
考
ま
で
に
中
し
添
え
ま
す
。

一
、
昭
和
五
九
年
二
月
改
定
分
及
び
移
行
年
金
の
緩

和
措
置
分

［
一　
改
定
処
理
時
期

五
九
年
六
月
中
に
改
定
事
務
処
理

［
一　
精
算
支
給
時
期

五
九
年
七
月
六
日

二
、
昭
和
五
九
年
四
月
改
定
分

旧
公
企
体
共
済
年
金
か
ら
裁
定
替
え
し
た
後
の

移
行
年
金
に
つ
い
て
年
金
額
改
定
が
な
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
裁
定
替
え
事
務
処
理
の

中
で
年
金
改
定
処
理
を
次
の
よ
う
に
行
う
。

Ｈ
　
改
定
処
理
時
期

旧
公
企
体
共
済
年
金
を
、
移
行
年
金
に
裁
定

替
え
す
る
際
、
年
金
額
改
定
処
理
を
併
せ
て
行

う

。

日
　
改
定
通
知

移
行
年
金
額
を
通
知
す
る
と
き
に
、
同
時
に

通
知
す
る
。

日
　
精
算
時
期

昭
和
五
九
年

一
二
月
定
期
支
給
期

（年
金
改
定
後
の
移
行
年
金
額
が
以
前
の
旧

公
企
体
共
済
年
金
額
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、

差
額
精
算
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
Ｊ

）

恩
給

・
共
済
年
金
に
関
す
る

電
退
連
の
陳
情
に
つ
い
て

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
三
日
法
律
第
八
十
二
号
に

よ
り
、
国
家
公
務
員
共
済
年
金
と
、
公
共
企
業
体
職

員
共
済
年
金
と
が
統
合
さ
れ
、
私
ど
も
公
社
退
職
者

は
既
得
権
の
確
保
と
期
待
権
の
保
障
等
、
深
い
不
安

を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

電
電
公
社
退
職
者
団
体
連
合
会
で
は
、
五
十
九
年

四
月
に
、
中
央
及
び
地
方
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
関
係

の
機
関
及
び
向
に
対
し
、　
つ
ぎ
の
陳
情
を
し
ま
し
た
。

日
本
電
信
電
話
公
社
共
済
組
合
に
か
か
る

恩
給

・
共
済
年
金
受
給
者
の
処
遇
等
に
関

す
る
陳
情
書

恩
給

。
共
済
年
金
受
給
者
の
処
遇
改
善
等
に
つ
き

ま
し
て
は
格
別
の
ご
配
慮
に
あ
ず
か
り
、
私
ど
も
電

電
公
社
関
係
退
職
者
は
ひ
と
し
く
そ
の
ご
厚
志
に
感

謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
逐
年
改
善
の
実
が
あ
が

り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ひ
と
え
に
関
係

各
位
の
ご
尽
力
の
賜
物
と
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
百
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し

た
、
国
家
公
務
員
共
済
年
金
と
、
公
共
企
業
体
職
員

共
済
年
金
と
を
統
合
す
る
法
律
第
八
十
二
号
は
、
私

ど
も

一
身
を
電
気
通
信
事
業
の
発
展
と
、
電
電
共
済

事
業
の
伸
展
に
捧
げ
、
今
や
老
後
の
生
活
の
す
べ
て

を
年
金
に
託
し
て
お
り
ま
す
者
達
に
と
り
ま
し
て
、

ま
こ
と
に
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
日
本
電
信

電
話
公
社
の
経
営
形
態
の
変
革
が
予
測
さ
れ
る
こ
と

を
併
せ
考
え
ま
す
と
、
会
員
す
べ
て
が
不
安
と
焦
慮

の
念
に
駆
ら
れ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
際
政
府
並
び
に
関
係
の
向

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
公
社
退
職
者
の
年
金
制
度
に

(参考 1)

改 定 後 の 年 金

(参考 2)

ol   l■ 記 σ)う ち I13和 59■■3月 多)か ら
')イ

千金 F女 定
`こ

■つい て
`ま

、

共 済 法 式 に よ る 年 金 額 算 定 に つ い て 適 用 さ れ る .

2 通 年 方 式 に よ る 年 金 額 算 定 に つ い て は 、 今 期 間 分 に つ

い て、 昭 和 59年 4月 か ら改 定 さ れ る こ と に な っ て い る 。

俸 給 年 額 の 引 き 上 げ

環 行 年 金 額 の 算 ,tの 基 礎 と な っ て い る 仮 定 俸 給 年 額 ● 率  ② 加 算 額 |〕

1,200,000円 未 満 の も の

1,200,000F]l__ヒ 5,052,632 Fqジkキ埼の も σ)

5,052,632円 以 上 の も の

1 021
1 019
1 000

0 卜J

2,4001司
98,400円

改 定 時 期 改 定 さ れ る 年 金

昭 和 59T3月
`)か

ら

７
　
　
金

年
　
　
年

¨
権

　
一

＜
る
　

針

日
係

―
”
Ｊ

行

に
間
間
間

公
１
恩
旧
そ

旧
月
ｆ
ｉ
ｔ

昭 和 59年 4月 う)か ら

1日 公 企 体 りヽ 済 法 施 行 日 (ヤ {和 31年 7月 )以
後 の 期 間 に 係 る 資 金

(新 法 期 間 }に 相 当 口 る 年 金
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関
し
、
恩
給
制
度
創
設
と
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
け

る
ス
ラ
イ
ド
制
実
施
の
原
点
に
立
ち
一民
り
、
慎
重
に

ご
検
討
の
上
、
左
記
諸
事
項
が
実
現
し
ま
す
よ
う
、

会
員

一
同
の
総
意
に
基
づ
き
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
既
得
権
の
確
保
及
び
期
待
権
の
保
障

年
金
受
給
権
は
、
既
得
権
と
し
て
憲
法
上
保
護

さ
れ
た
財
産
権
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
の

制
度
を
前
提
と
し
て
生
活
設
計
を
立
て
ぎ
る
を
得

な
い
者
に
と
り
ま
し
て
は
、
他
に
補
填
の
途
が
な

い
の
が
実
情
で
あ
り
、
公
社
経
営
形
態
の
変
革
が

予
測
さ
れ
、
ま
た
、
公
的
年
金
制
度
の
大
改
革
を

迎
え
て
お
り
ま
す
こ
の
際
、
電
気
通
信
事
業
の
発

達
に
全
知
全
能
を
傾
け
て
ま
い
り
ま
し
た
公
社
退

職
者
の
老
後
の
生
活
に
不
安
を
感
じ
な
い
年
金
制

度
の
確
立
と
、
そ
の
自
主
的
運
営
が
出
来
る
よ
う

期
待
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
整
理
資
源
の
国
庫

負
担
の
ほ
か
、
仮
定
俸
給
等
に
基
づ
く
格
差
是
正

等
従
来
改
善
が
要
望
さ
れ
な
が
ら
実
現
で
き
な
か

っ
た
諸
点
を
解
決
す
る
と
と
も
に
、
公
的
年
金
統

合
の

一
環
と
し
て
の
基
礎
構
想
が
導
入
さ
れ
る
場

合
に
は
、
公
社
関
係
の
独
自
の
企
業
年
金
を
設
定

し
、
既
得
権
の
確
保
と
期
待
権
の
実
体
が
維
持
で

き
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
ス
ラ
イ
ド
制
の
維
持

公
的
年
金
に
ス
ラ
イ
ド
制
が
昭
和
四
十
八
年
度

に
導
入
さ
れ
て
以
来
年
金
額
の
実
質
価
値
が
維
持

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
公
的
年
金
に
対
す
る
信
頼

が
確
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
年
金
制
度
の
中
核

が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
な
制
度
を
定
着
さ
せ
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
の
確
立

）

現
在
、
退
職
年
金
は
給
与
所
得
と
み
な
さ
れ
、

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な

っ
て
お
り
、
課
税
所
得

が

一
千
萬
円
未
満
、
年
齢
が
満
六
五
歳
以
上
の
老

年
者
に
つ
い
て
の
み
、
公
的
年
金
か
ら
七
八
万
円

の
控
除
と
老
年
者
控
除
の
二
三
万
円
が
認
め
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
稼
得
能
力
の
減
退
し
た
者
に

と

っ
て
は
大
き
な
負
担
で
あ
り
、
ま
た
、
公
的
年

金
の
統
合
に
伴
い
給
付
水
準
の
切
下
げ
が
予
想
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
年
金
に
生
活
を
託
し
て
い
る
高

齢
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
年
金
を
課
税
対
象
か
ら

除
外
す
る
か
、
少
く
と
も
昭
和
四
十
八
年
以
来
時

限
立
法
と
な

っ
て
い
る
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る

時
限
措
置
で
あ
る
特
別
控
除
額
七
八
万
円
を
恒
久

立
法
と
し
、
物
価
に
準
じ
て
控
除
額
を
引
上
げ
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
現
在
、検
討
さ
れ
て
い
る
公
的
年
金
制
度

の
統
合
が
実
現
し
ま
す
と
、
給
付
水
準
の
切
下
げ
が

必
至
で
あ
り
、
そ
の
不
足
分
は
企
業
又
は
個
人
の
努

力
で
補
填
せ
ぎ
る
を
得
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
私
的
年
金
と
考
え
ら
れ
て
い

る
企
業
年
金
及
び
個
人
年
金
に
つ
い
て
は
、
掛
金

全
額
を
税
法
上
非
課
税
と
す
る
か
、
所
得
か
ら
控

除
す
る
助
成
措
置
を
構
じ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
ｃ

四
、
扶
助
料
ま
た
は
遺
族
年
金
の
算
定
基
準
額
の
改

善
及
び
最
低
保
障
額
の
引
上
げ

現
在
、
扶
助
■
ま
た
は
遺
藤̈
年
金
は
、
恩
給
、

共
済
年
金
額
の
五
■
％
更
モ

こ
な
一́
て
お
り
ま

丁

が
、
夫
婦
の

一
方
が
死
亡
し
た
場
合
、
生
活
費
が

半
減
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
を

八
〇
％
に
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
最
低
保
障

額
に
つ
い
て
も
逐
次
引
上
げ
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

五
九
年
度
公
社
に
対
す
る
要
望
事
項

五
九
年
四
月

一
一
日
電
電
公
社
退
職
者
団
体
連
合

会
長
は
、
公
社

に
対
し
次

の
と
お
り
要
望
し
ま
し

た
。

電
電
公
社
退
職
者
団
体
連
合
会

会
　
長
　
　
行
廣
　
清
美

日
本
電
信
電
話
公
社

厚
生
局
長
　
中
原
　
道
朗
殿

拝
啓
　
時
下
ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
喜
び
申

し
あ
げ
ま
す
。

公
社
退
職
者
の
生
活
の
安
定
、
福
祉
の
向
上
等
に

つ
き
ま
し
て
は
五
四
年
九
月
二
〇
日
以
来
書
面
を
も

っ
て
委
細
お
願
い
申
し
上
げ
て
お
り
、
公
社
ご
当
局

の
ご
配
慮
に
よ
り
逐
年
改
善
さ
れ
、　
一
同
感
謝
い
た

し
て
お
り
ま
す
が
、
な
お
ご
配
意
を
賜
わ
り
た
い
事

項
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
昭
和
五
九
年
度
に
お
い
て

は
、
特
に
下
記
事
項
に
つ
い
て
何
分
の
ご
高
配
を
賜

わ
り
ま
す
よ
う
所
属
会
員
を
代
表
し
て
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

敬
　
具

記

一
、
生
存
者
叙
勲
の
範
囲
の
拡
大

生
存
者
叙
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、
毎
年
深
い
ご

配
慮
を
い
た
だ
き
、
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、

な
お
公
社
内
外
の
受
章
者
間
に
お
け
る
勲
等
の
格

差
調
整
及
び
受
章
者
数
の
増
加
に
つ
い
て
、
何
分

の
ご
高
配
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、　
一
類
と
二
類
の
中
間
者
の
叙
勲
及
び
二

類
の
上
申
基
準
の
緩
和
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
昭
和
二
八
年
度
以
降
の
採
用
者
に
つ
い
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て
は
、
叙
勲
の
途
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
や
に
灰
聞

い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
死
亡
者
及
び
生
存
者

の
双
方
に
つ
い
て
顕
彰
の
途
が
開
か
れ
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

二
、
死
亡
者
叙
勲
の
早
期
伝
達

早
期
に
伝
達
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

三
、
医
療
関
係
の
共
済
組
合
任
意
継
統
制
度
の
存
置

と
退
職
者
医
療
制
度
の
排
除

政
府
は

一
〇

一
国
会
に
国
民
健
康
保
険
中
に
退

職
者
医
療
制
度
を
設
け
、
公
社
退
職
者
を
は
じ
め

会
社
等
の
退
職
者
を
す
べ
て
そ
の
対
象
と
し
、
所

要
経
費
は
各
保
険
者
が
拠
出
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
る
や
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
が
、
公
社
退
職

者
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
長
い
間
公
社
医
療
機
関

及
び
医
療
共
済
制
度
の
恩
恵
を
蒙
り
、
感
謝
い
た

し
て
お
り
ま
す
が
、
逓
信
病
院
が
解
放
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
も
、
健
康
管
理
所
の
利
用
等
を
含
め

医
療
共
済
制
度
を
存
続
す
る
か
、
こ
れ
に
代
る
制

度
を
設
け
る
よ
う
何
分
の
ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま

す
。

五
、
共
済
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置

最
近
共
済
年
金
に
関
す
る
照
会
は
制
度
の
改
正

を
含
め
著
し
く
増
加
し
、
関
係
者
は
多
忙
を
極
め

て
お
り
、
ま
た
、
受
給
者
の
問
合
せ
も
本
人
の
具

体
的
受
給
金
額
に
ま
で
及
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
社
内
に
オ
ン
ラ
イ
ン
処

理
可
能
な
集
中
管
理
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
か
、

こ
れ
ら
の
事
務
を
社
外
の
機
関
に
委
託
、
処
理
せ

し
め
る
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
退
職
者
の

職
場
の
拡
張
等
に
つ
き
ご
検
討
下
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

六
、
公
社
退
職
者
の
生
活
安
定
と
福
祉
向
上

私
ど
も
老
後
の
生
活
を
全
面
的
に
共
済
年
金
に

託
し
て
い
る
公
社
退
職
者
は
、
公
社
経
営
形
態
の

変
革
と
公
的
年
金
の
大
統
合
を
目
前
に
控
え
、
生

活
設
計
に
不
安
を
感
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の

際
、
共
済
年
金
の
実
質
価
値
の
維
持
、
増
延
の
た

め
の
年
金
信
託
制
度
等
新
し
い
福
祉
制
度
の
開
発

に
つ
き
ご
検
討
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

五
九
年
度
公
社
へ
の
要
望
事
項

に
対
す
る
公
社
の
考
え
方
に
つ
い
て

五
九
年
四
月

一
一
日
付
公
社

へ
の
要
望

に
対
し
て
、

五
月

一
四
日
公
社

の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
示
さ
れ

ま
し
た
。

要
望

に
対

す
る

公
社

の
考

え
方

一
、
生
存
者
叙
勲
の
範
囲
の
拡
大

公
社
は
、
か
ね
て
よ
り
、
郵
政
省
を
通
じ
、
総

理
府
に
対
し

「
公
社
移
行
後
採
用
の
職
員
に
対
す

る
受
章
」
を
要
請
し
て
お
り
、
今
後
も
更
に
働
き

か
け
を
強
め
早
急
に
認
め
て
も
ら
う
よ
う
努
力
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、　
一
類
と
二
類
の
中
間
者
の
叙
勲
に
つ
い

て
は
、
受
章
者
を
よ
り
厳
選
し
て
い
こ
う
と
す
る

傾
向
が
あ
る
こ
と
、
及
び
全
体
の
数
の
制
約
等
か

ら
実
現
は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
考
え
ま

す
。な

お
、
勲
等
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
在
職
中
の

功
績
及
び
そ
の
後
の
功
績
等
に
よ
り
総
理
府
に
お

い
て
総
合
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
公
社

外
の
受
章
者
と
の
比
較
は
、　
一
概
に
で
き
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

二
、
死
亡
者
叙
位
叙
勲
の
早
期
伝
達

こ
れ
ま
で
同
様
、
機
会
を
と
ら
え
て
、
郵
政
省

及
び
総
理
府
に
対
し
働
き
か
け
を
行
う
と
と
も
に
、

）
公
社
内
に
お
い
て
も
早
期
伝
達
で
き
る
よ
う
検
討

及
び
努
力
を
一行
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。

三
、
医
療
関
係
の
共
済
組
合
任
意
継
続
制
度
の
存
置

と
退
職
者
医
療
制
度
の
排
除

一
〇

一
国
会
に
提
出
さ
れ
た
健
康
保
険
法
等
の

一
部
改
正
法
案
に
よ
れ
ば
、
退
職
者
医
療
制
度
は
、

公
社
等
を
退
職
さ
れ
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
の
う
ち
、　
一
定
の
条
件
を
満
た
す
者
と

そ
の
被
扶
養
者
を
対
象
と
し
て

一
般
の
国
保
加
入

者
よ
り
有
利
な
条
件
で
医
療
給
付
を
行
う
と
い
う

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
制
度
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
て
も
、
従
来
の
任
意
継
続
組
合

員
制
度
は
存
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
伊
豆
白
寿
園
等
に
つ
い
て
、
現
在
の
と

こ
ろ
拡
充
す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

四
、
医
療
施
設
の
開
放
と
医
療
共
済
制
度
の
存
続
等

公
社
逓
信
病
院

一
般
開
放
後
に
お
け
る
医
療
共

済
制
度
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
は
、
共
済
会
及
び

公
社
、
組
合
の
三
者
で
構
成
す
る
医
療
共
済
運
営

委
員
会
等
に
お
い
て
検
討
す
る
考
え
で
あ
り
ま
す
。

五
、
共
済
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置

共
済
年
金
に
関
す
る
照
会
、
相
談
等
に
つ
い
て

は
こ
れ
ま
で
受
給
者
デ
ー
タ
を
保
有
す
る
各
電
気

通
信
局
厚
生
課

（
い
わ
ゆ
る
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
）

に
お
い
て
対
応
し
て
お
り
、
今
後
に
お
い
て
も
年

金
制
度
の
改
正
に
関
連
す
る
各
種
年
金
相
談
に
対

し
的
確
、
迅
速
な
対
応
を
行
う
よ
う
に

一
層
努
め

て
い
く
考
え
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
共
済
年
金
の
照
会
、
相
談
業
務
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
深
め
て
い

く
考
え
で
あ
り
ま
す
。

六
、
公
社
退
職
者
の
生
活
安
定
と
福
祉
向
上

共
済
年
金
の
実
質
価
値
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
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本
年
度
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
八
年
度
の
国
家
公

務
員
の
給
与
改
善
に
準
じ
て
年
金
額
算
定
の
基
礎

俸
給
を
平
均
二
％
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
四

月
分

（旧
公
企
体
共
済
法
施
行
前
の
期
間
に
係
わ

る
年
金
に
つ
い
て
は
二
月
分
）
か
ら
年
金
を
増
額

改
定
す
る
た
め
の
年
金
額
改
定
法
案
が
今
国
会
で

審
議
中
で
す
。

（筆
者
付
言
、
こ
の
法
案
は
、
五

月

一
一
日
参
議
院
で
議
決
、
通
過
し
ま
し
た
Ｊ

（注
）
今
回
の
増
額
改
定
措
置
は
共
済
年
金
統
合

法
施
行
に
伴
う
公
企
体
共
済
年
金
か
ら
国

共
済
年
金

へ
の
裁
定
替
え
後
の
年
金
に
つ

い
て
実
施
さ
れ
る
た
め
結
果
的
に
年
金
の

増
額
改
定
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
場
合
も

想
定
さ
れ
ま
す
。

公
社
と
し
て
も
、
共
済
年
金
は
退
職
者
の
老
後

の
生
活
設
計
の
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
は
十
分
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
対
処
す

る
た
め
給
付
水
準
の
適
正
化
と
負
担
の
公
平
性
の

確
保
が
公
的
年
金
制
度
全
体
の
重
要
な
課
題
と
な

っ
て
お
り
、
電
電
公
社
共
済
組
合
と
し
て
も
、
長

期
的
に
安
定
し
た
年
金
制
度
の
確
立
に
向
け
て
従

来
か
ら
努
力
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、

今
後
も
、
公
的
年
金
制
度
全
体
の
動
向
を
見
き
わ

め

つ
つ
、
さ
ら
に
努
力
し
て
い
く
考
え
で
あ
り
ま

す
。な

お
、
年
金
信
託
制
度
等
新
し
い
福
祉
制
度
の

開
発
に
つ
い
て
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

電
友
会
四
国
連
合
会
総
会

五
月
二
十
四
目
は
素
晴
ら
し
い
五
月
晴
れ
の
好
天

に
恵
ま
れ
た
。
こ
の
日
、
四
国
電
信
電
話
会
館
に
、

各
県
選
出
の
代
議
員
四
十
名
を
迎
え
、
役
員
十

一
名

）

出
席
の
も
と
電
友
会
四
国
連
合
会
第
十
三
回
総
会
を

開
催
し
た
。
小
川
四
国
電
気
通
信
局
長
、
野
本
四
国

友
愛
会
長
が
ご
臨
席
に
な
り
、
定
刻
十
時
三
十
分
に

開
会
し
た
。
先
づ
物
故
さ
れ
た
方
々
に
黙
祷
を
捧
げ

て
ご
冥
福
を
祈
り
、
泉
会
長
の
あ
い
さ

つ
の
あ
と
い

小
川
四
国
電
気
通
信
局
長
か
ら
ご
丁
重
な
ご
祝
辞
を

い
た
だ
い
た
が
そ
の
中
で
、　
一‐公
社
は
経
営
形
態
の

変
革
に
よ
り
、
公
社
と
し
て
の
長
い
歴
史
の
幕
を
閉

じ
て
、
株
式
会
社
に
か
わ
る
た
め
の
法
案
が
今
国
会

に
出
さ
れ
て
お
り
、
国
会
通
過
の
あ
か

つ
き
に
は
、

民
間
企
業
に
な
り
、
新
規
参
入
が
予
想
さ
れ
る
同
種

企
業
間
の
き
び
し
い
競
争
場
裡
に
置
か
れ
、
さ
ら
に

は
、
税
金
、
土
地
占
用
料
な
ど
民
間
企
業
と
し
て
の

多
額
の
経
費
も
背
負

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
ス

リ
ム
化
、
活
性
化
を
は
か
り
、
社
員
の
努
力
と
相
挨

っ
て
業
界
を
リ
ー
ド
す
る
健
全
な
企
業
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
。
と
民
営
化
に
対
す
る
決
意
を
示
さ

れ
深
い
感
銘
を
与
え
ら
れ
た
。

つ
い
で
参
議
員
議
員
長
田
裕
二
先
生
、
岡
野
裕
先

生
か
ら
の
祝
電
を
被
露
し
た
あ
と
、
議
長
に
愛
媛
県

代
議
員
篠
浦
達
行
氏
を
選
び
、
次
の
議
案
を
審
議
し

原
案
ど
お
り
承
認
ま
た
は
決
定
し
た
。

一
、
昭
和
五
十
八
年
度
決
算
報
告

（別
掲
）

二
、
同

　
　
　

　
　

〈
ム
計
監
査
報
告

三
、
昭
和
五
十
九
年
度
事
業
計
画

（別
掲
）

四
、
同
　
　
　
　
　
　
収
支
予
算

（別
掲
）

続
い
て
、
米
寿
に
あ
た
ら
れ
る
徳
島
市
栗
本
計
太

郎
氏
、
高
知
市
仙
石
菊
馬
氏
に
お
祝
い
の
記
念
品
を

贈
呈
す
る
こ
と
を
披
露
し
て
十
二
時
五
分

一
且
休
憩

に
は
い
り
十
二
時
三
十
分
か
ら
懇
親
会
に
う

つ
っ
た
。

角
田
副
局
長
、
小
森
秘
書
課
長
も
ご
臨
席
い
た
だ

き
、
各
県
代
議
員
と
な
ご
や
か
な
交
歓
が
行
な
わ
れ

約

一
時
間
の
後
閉
会
し
た
。

通
信
局
幹
部

の
方

々
に
は
極
め

て
ご
多
忙

の
中
を

特

に
時
間
を
割
か
れ
て
ご
臨
席

い
た
だ
き
、
出
席
代

議
員
と
親
し
く
ご
歓
談
下
さ

っ
た

こ
と
は
誠

に
有
難

い
こ
と
ぃて
あ

っ
た
。

昭
和

五
十
九
年
度

事
業

計
画

電
友
会
四
国
連
合
会
は
、
各
県
の
会
相
互
の
連
携

を
密
に
し
、
会
員
の
生
活
の
安
定
、
福
祉
の
増
進
を

は
か
り
、
あ
わ
せ
て
電
気
通
信
事
業
に
寄
与
せ
ん
と

す
る
会
の
目
的
達
成
の
た
め
、
下
記
施
策
の
推
進
を

は
か
る
も
の
と
す
る
。

一
、
退
職
者
の
現
況
を
把
握
し
、
公
社
の
要
請
に
対

し
て
は
、
地
域
に
お
け
る
公
社
の
良
き
理
解
者
と

し
て
積
極
的
に
協
力
し
、
電
気
通
信
事
業
に
寄
与

す
る
。

二
、
公
的
年
金
制
度
の
大
革
期
を
迎
え
、
年
金
受
給

者
の
既
得
権
、
期
待
権
の
維
持
確
保
と
、
年
金
改

訂
時
期
を
現
職
公
務
員
の
給
与
改
善
時
期
と
同
時

期
に
改
め
、
ま
た
、
年
金
額
の
実
質
価
値
が
低
下

し
な
い
よ
う
、
定
期
か

つ
自
動
的

ス
ラ
イ
ド
実
施

の
法
制
化
に
む
け
陳
情
を
続
け
る
。

二
、
扶
助
料
ま
た
は
遺
族
年
金
の
算
定
基
準
額
は
、

恩
給
、
共
済
年
金
額
の
八
〇
％
に
改
善
す
る
よ
う

陳
情
を
続
け
る
ｃ

四
、
恩
給
、
共
済
年
金
受
給
者
に
対
す
る
老
齢
福
祉

年
金
の
併
給
制
限
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
課
税

上
の
老
齢
者
年
金
特
別
控
課
額
七
八
万
円
を

一
〇

〇
万
円
以
上
に
引
上
げ
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ

る
時
限
措
置
を
恒
久
化
す
る
よ
う
陳
情
を
続
け
る
。

五
、
生
存
者
叙
勲
の
範
囲
拡
大
に
つ
き
引
続
き
電
退

連
を
通
じ
郵
政
省

へ
積
極
的
に
要
請
す
る
。

六
、
電
気
通
信
共
済
会
が
行
う
退
職
者
を
対
象
と
す

る
各
種
文
化
活
動
等
に
積
極
的
に
協
力
す
る
。

七
、
連
合
会
会
報
の

一
層
の
充
実
を
は
か
る
。

）



第47号 ‐
電 国四友

項 目 金  額

繰  越  金 125,874

会 費 378,200

会 員バ ッジ販売金 108,300

雑  収  入 54,499

合 666.873

項 日 金  額

分  担  金 60,000

旅 費 ・ 交 通 費 188,310

会 員 バ ッジ買 入 金

会  議  費

総 会 理 事 会

編 集 委 員 会

6,800
6,800

費

費

費

費

務

信

品

刷

通

用

印

事 62,060
29、 300

260
32,500

IIE 費 25,000

繰  越  金 324,703

合 計 666,873

昭
和
五
十
八
年
度
決
算
報
告

昭
和
五
十
九
年
度
収
支
予
算

電
気

通
信
共

済
会

四
国
支
部

　

　

　

一

福
祉
相

談

所

◎
五
九
年
度
Ｏ
Ｂ
大
学

（愛
媛
地
区
）

の
学
習
に
つ
い
て

「
健
康
に
は
じ
ま
り
健
康
に
お
わ
る
」

本
年
度
の
Ｏ
Ｂ
大
学
は
、
対
象
地
域
の
拡
大
と

参
加
者
の
増
加
を
図
る
た
め
、
退
職
者
の
方
々
の

意
見
な
ど
も
聞
き
、
開
始
時
期
を
五
月
に
ず
ら
し

別
表
の
計
画
を
た
て
ま
し
た
。

五
九
年
四
月
、
新
し
く
Ｏ
Ｂ
に
な

っ
た
方
も
含

め
て
愛
媛
県
内
約
九
〇
〇
名
の
退
職
者
に
、
参
加

案
内
を
行
い
、　
一
九
五
名
の
申
込
み
を
受
け
ま
し

た
。
五
月

一
一
日
に
第

一
回
の

「
生
命
の
貯
蓄
体

操
」
を
開
講
し
、
八
二
名
の
参
加
者
が
あ
り
、
石

井
進
先
生
の
講
演
の
あ
と
、
実
技
指
導
も
あ

っ
て

大
好
評
で
し
た
。

計
画
表
に
し
た
が
い
引
続
き
進
め
る
予
定
で
あ

り
ま
す
の
で
、
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（注
ヽ
生
命
の
貯
蓄
体
操
」
は
、
高
松
、
高
知
で

も
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
希
望
者
は

つ
ぎ

へ
照

会
し
て
く
だ
さ
い
。

高
松
市
屋
島
中
町
四
四
九
―

一

高
松
市
役
所
屋
島
出
張
所
　
小
西
昭
技
氏

電
話
　
〇
八
七
八
―
四

一
―
六
二
五
八

高
知
市
高
須
砂
地
二
六
九
―
二
三沢

本
三
技
氏

電
話
　
〇
八
八
八
―
六
六
―
六
二
八
七

◎
香
川
、
徳
島
、
高
知
地
区
で
の
行
事
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
退
職
者
を
対
象
と
す
る
各
種
行
事
は
、

松
山
地
区
に
か
た
よ

っ
て
お
り
、
と
か
く
普
遍
性

と
公
平
に
欠
げ
て
い
る
点
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

）本
年
度
は
他
地
区
で
も
こ
れ
ま
で
の
文
化
講
演
会

に
加
え
て
、
新
し
く
囲
碁
大
会
を
共
済
会
主
催
で

行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
ま
す
。

な
お
、
将
来
は
こ
れ
ら
の
地
区
で
も
Ｏ
Ｂ
大
学

を
計
画
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
の
で
、
御
意
見

を
お
よ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
医
療
共
済
に
つ
い
て

五
九
年
二
月
末
の
医
療
共
済
加
入
者
は
、　
一
四

六
名

（本
人
七
六
名
、
家
族
七
〇
名
）
で
前
年
度

末
の
四
八
六
名
に
く
ら
べ
て
大
中
に
減
少
し
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
逓
信
病
院
の
、　
一
般
開
放
の
結

果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
後
関
東
逓
信

病
院
の
開
放
に
よ

っ
て
こ
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

58 4  1-‐ 59 3 31

収入の部   (単位円)(単位円) 支出の部支出の部

58 4  1-59 3 31

収入の部

(特別 教養 講 l■ )文化講 演会及 び園芸 講座 に

囲
|「rl

項 目 金  額

繰  越  金 324 703

会 費 417,400

会 員 バ ッジ販売 金 142,500

雑  収   入 55,000

合 93(, 6C13

項     目 金  額

分  担  金 60,000

旅 費 ・ 交 通 費 210,000

会員 バ ンジ買入 金 119,700

費

会

会

事

員

議

製

籍

総

編

会 42,000
15,000
27,000

費

費

費

費

務

信

品

刷

通

用

印

事 88,000
45,000
7,000

36,000

雑 費 58,000

予  備  費 361,903

言| 939,603

昭和59年度 電電OB大学学習計画 (愛媛地区)

(一般 教 養講 座 )

月 日 場 所 テ  ー  マ 内   容 講   師 備   考

]

5   11

回

市

町
館

山

　
民

松
番

公
健    康

操
論
習

嚇理実

健

の
と

蓄
会
外

貯
及
氏

の
普
進

命
操
井

主
体
石

実 習 に tよ 特
に準 備 は不
要 です

2
6 8

圏

町
芸
館

部
　
作

砥
陶
創

や き も の

創   作
実    習 創  作  館

代
他
円

料

の

，
０

材

そ

3
7   13

働

市
町
館

山
　
民

松
番
公

人 間 の

も、る さ と

人 間生 活 の

心 の 問 題

に つ い て

書    家

沢 EF大暁氏

4
9  14

働

稲 荷 山古 噴
の出 土品 に

鉄実」の銘 の 松 山 商 大
教    授

高市 純徳 氏

5
10  12

り

マ ス コ ミ

雄    咸

愛 媛新 聞社

社    友
和 日重作氏

11   9

6
丸亀 市

万 象 園

美 術 観 賞

庭 園 散 策

美  術  館

日 本 庭 園

交 通 費食 事

代 、 その他
3,000円

12  7

働

市
町
館

―‐‐
　
民

松
番
公

健    康 老 人 保 健

山
院
師

一丙信
松
逓
医

中 に実施

-9-



国四友一
咆第47号

7月 19日 から

中距離通話 (60km～ 320km)

電電公社では、皆さまの多大なご利用に支

えられ、おかげさまで昨年の遠距離通話に

引きつづ き、今年 も通話料の値下げを実施

できることとな りました。今回値下げされ

るのは60kmを超え 320 kmま での地域への通

話料金です。電電公社はこれからも電話を

いっそうお気軽にご利用いただけるよう、

サービスの充実に努めてまい ります。

3分間のダイヤル通話料金

がお安 くな ります。

( ,内 は10円 で通話できる秒数です。

昼 間
午前 8時 ～午後 7時

夜 間
午後 7時 ～午前 8時

60-80km
120円

(15.5秒 )

90Fl
(21秒 )

80～ 100km
140円

(13.5秒 )

90円
(21秒 )

100～ 160km
180円

(105秒 )

100円
(18.5秒 )

160-320km 260円

(7秒 )

150円
(12.5秒 )

0日 曜 祝日の昼間については、夜間の料金が適用されます。

こ ん ど は
あなたの声をサービスに生かす

電電公社 中距離値 下 げ。テレ太君のオレンジライン

電
友
会
四
国
連
合
会
報

昭
和
五
九
年
七
月

一
日
発
行

編
集
発
行
　
　
一電
友
会
四
国
連
合
会
事
務
局

松
山
市

一
番
町
四
丁
目

（〒
七
九
〇
）

四
国
電
気
通
信
局
内

電
話
（〇
八
九
九
≡
一六
―
二
〇
二
三

印
　
刷
　
四
国
電
話
印
刷
株
式
会
社

編

集

後

記

▽
年
金
額
改
定
率
平
均
２
％
の
う
ち
、
三
月
改
定
分

（三

一
・
七

。
一
以
前
）
は
従
前
仮
定
俸
給
年
額
に

上
積
み
さ
れ
、
裁
定
替
え
最
後
の
ア
ッ
プ
で
し
た
。

▽
本
号
は
お
知
ら
せ
事
項
で
紙
面
が

一
杯
に
な
り
、

随
筆

。
文
芸
等
折
角
の
玉
稿
を
登
載
で
き
な
か

っ
た

こ
と
を
深
く
お
詑
び
い
た
し
ま
す
。

訃
　
　
　
等

次
の
方
々
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
哀
悼

の
意
を
表
し
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

山
下
　
武
夫
殿

平
井
　
一
馬
殿

大
塚
　
裕
司
殿

西
村
　
久
音
殿

一
官
喜
多
男
殿

中
川
　
儀
市
殿

堺
　
　
圭
二

殿

江
口
　
陳
雄
殿

野
田
　
亦
治
殿

木
村
松
太
郎
殿

氏

名

５９

・

５

ｏ

２‐

５９

・

４

・

２‐

５９

。

４

・

２２

５９

・

４

ｏ

９

５９

。

４

ｏ

ｌ

５９

。

３

・

３０

５９

。

３

・

３

５９

。

２

・

２２

５９

・

２

・

１９

５９

。

２

・

５

死
亡
月
日

七
七

八

四
エハ
二

七

八
八
九

八
〇

五
七

八

二

七
九

八
〇

行

年

松

山

松

　

山

松

山

観
音
寺

松
　
山

徳
　
島

古同
　
松

昔同
　
松

川
之
江

三
本
松

所

　

属

―- 10 -―
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